


申込人（以下「私」という。）は、申込書に記載の通り大川信用金庫（以下「金庫」という。）に融資の申込み及び株式会社ジャックス（以下「保証会社」という。）に保証委託の申込みをす
るにあたり、以下の個人情報の取扱いに関する同意事項の各条項（以下「本条項」という。）に同意のうえ私の審査を申込みます。
［個人情報の取扱いに関する同意条項］
1.個人情報の収集・保有・利用
私は金庫及び保証会社が、金銭消費貸借契約及び保証委託契約の申込み（以下「本申込」という。）の与信判断のため、以下の個人情報（以下これらを総称して「個人情報」という。）を保護
措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。①氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先（お勤め先内容）、家族構成、住居状況 ②本申込に関する
申込日、資金使途、契約予定借入額又は極度予定額、返済期間、返済方法、返済口座 ③私が申告した資産、負債、収入、支出、金庫及び保証会社が収集し保有・管理するローン利用履歴ま
たはクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況 ④本申込に関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、又は金庫及び保証会社が必要と認めた場合に、私の運転
免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情報 ⑤電話帳、住宅地図、登記簿
謄抄本、官報等の一般に公開されている情報
2.個人信用情報機関への登録・利用
私は、金庫及び保証会社が加盟する以下の個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私の支払能力に関する調査
の目的に限り、それを利用することに同意します。私の本申込に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、金庫及び保証会社の加盟する個人信用情報機関に以下に定める期間登録さ
れ、金庫及び保証会社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
①金庫が加盟する個人信用情報機関・全国銀行個人信用情報センター（以下「KSC」という。http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html,Tel.03-3214-5020）　
②保証会社が加盟する個人信用情報機関・株式会社シー・アイ・シー（以下「CIC」という。http://www.cic.co.jp,Tel.0120-810-414）
 ・株式会社日本信用情報機構（以下「JICC」という。http://www.jicc.co.jp/,Tel.0120-441-481）
③KSCが提携する個人信用情報機関・CIC・JICC
④CICが提携する個人信用情報機関・KSC・JICC
⑤申込みの内容等が個人信用情報機関に登録される期間は、金庫及び保証会社が照会した日から、KSCは1年を超えない期間、CIC及びJICCは6ヵ月間です。

3.金庫及び保証会社は、私が本申込に必要な事項（申込書表面で私が記載すべき事項）の記載を希望しない場合及び本条項の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本申込をお
断りすることがあります。

4.個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
①金庫のお問い合わせ窓口
大川信用金庫 営業推進部　〒831-0004 福岡県大川市大字榎津305-1　電話：0944-86-6923
②保証会社のお問い合わせ窓口
株式会社ジャックス 東京カスタマーサービス（お客様相談室）〒243-0489　神奈川県海老名市中央2-9-50海老名プライムタワー　電話：046-233-1995

5.本申込が不成立の場合であっても本申込をした事実は、1.及び2.に基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、本申込書の写し等は金庫及び
保証会社にて一定期間保管後、破棄するものとします。
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（注）（こちらから送信してください）
 FAX送信表は不要です。

FAXでのお申込みは〈24時間〉

FAX.0944-86-6116
午後3時以降のお申込みについては、
翌営業日午前9時の受付となります

ご利用目的
（いずれかに
◯をお付け
ください。）

ご返済方法年 月 回 支店ご返済回数

生 年 月 日 性 別

男 ・ 女

家 族 状 況

お取引（希望）店

お借入希望額
（10万以上100万円以内）

フ リ ガ ナ

お借入希望期間
（10年以内）

住 所

お 住 ま い 居 住 年 数

勤 務 先 名
または屋号

年 間 年 金
受 給 額

勤 務 状 況

勤務先住所

お取引の有無 現在お取引の
ある支店

お取引
開始（ ）有 ・ 無

借入申込人名
※自署ください

金融機関
保証会社

：
：

御中
御中

大 川 信 用 金 庫
株式会社ジャックス

万円

万円

万円

支店
申込経緯

金
融
機
関
使
用
欄

本
人
確
認

1. FAX 2. 郵便 3. 店頭 4. 渉外 5. その他（ ）
組合・国民・政府・その他（ ）

No.

1.車両購入・整備費 2.リフォーム資金 3.教育費 4.電化製品購入費

5.旅行資金 6.医療・介護費 7.冠婚葬祭費 8.飲食・交際費

9.その他（       ）

年金月返済

毎月返済

自己所有

公団住宅

家族所有

公営住宅

年金受給のみ

勤 務 自営

借家

社宅・官舎

マンション（分譲）

アパート

マンション（賃貸）

寮

配偶者　　有・無

子供 （ ）人
昭和  年  月  日（  才 ）

年 ヵ月

年  ヵ 月

年 月

★ 印欄は、
勤務または自営の方のみ
ご記入ください。

金庫使用欄

▶
★

勤 続
年 数

★
年 収
（税込）

★

★

〒 －

〒 －

自宅電話  － －

携帯電話  － －

勤務先電話 － －

年収には年金を含みません

印

［ローン契約について］
1.本申込書は、正式契約前の審査申込書です。審査の結果、金庫及び保証会社が契約を承諾する
場合は別途正式な契約手続が必要となります。

3.本申込書の記入内容と、後日提供していただく契約書、確認資料等の内容とが相違している場合や、
お客様の状況の変化により、ご連絡した本申込の審査結果の如何にかかわらず、ご要望に添えない
場合もございます。

2.本申込書に関する各項目にご記入いただけない場合又は審査結果により、ご要望に添えない場合も
ございます。
4.ご提出いただいた申込書類等は、返却いたしません。

当座・普通・貯蓄 給与・年金 口座振替

財形貯蓄 その他

年 月 日
時 間
方法・場所
担 当 者
取 扱 店 名
電 話 番 号

本
人
確
認
資
料

健 康
保 険 証

種 類 支店長 役席者 担当者

記 号 番 号

記 号
番 号

番 号
運 転
免 許 証

そ の 他

シルバーライフローン仮審査申込書



平成 25年 11月 28日現在 

商 品 名 シルバーライフローン 

 

 

ご利用いただけ 

るお客様 

 

・申込時の年齢が満 60歳以上満 75歳以下 (完済時年齢 80歳以下 ) 

・当金庫で公的年金（国民年金、厚生年金、共済年金）を受給されている方、または当金庫  

に年金受給口座が変更可能で、口座変更手続きが完了されている方  

  ※既に年金担保借入がある方は除く 

・過去に不渡り、延滞等の事故がなく、株式会社ジャックスの保証が受けられる方 

お使いみち 自由  但し、事業性資金、投機性資金、借入金返済資金等の不健全な資金を除く 

ご融資限度額 １０万円以上１００万円以内(１万円単位) 

ご利用期間 ６カ月以上１０年以内(１ヶ月単位) 

ご融資利率 

年６.０％（固定金利） 

【保証会社保証料について】 

保証料はご融資利率に含まれます。 

【ご留意事項】 

●毎月・隔月のご返済が約定日より遅延された場合、遅延された約定返済元金に対して、延滞損害金がかかります。 

ご返済方法 

毎月元利均等返済方式  

隔月元利均等返済（２月、４月、６月、８月、１０月、１２月） 

約定返済日は１５日（休業日の場合は翌営業日） 

保証人・担保 

担保は不要 

保証人は保証会社の保証をご利用いただきますので、原則として不要です。 

※保証会社が保証人をお願いする場合があります。 

苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部法務課（9時～17時、 

電話：0944-86-6930）にお申出ください。また、当金庫のほかに、（一社）全国信用金庫 

協会が運営する「全国しんきん相談所」でも苦情等のお申し出を受け付けています。 

（9時～17時、電話：03-3517-5825） 

紛争解決措置 天神弁護士ｾﾝﾀｰ（電話：092-741-3208）、北九州法律ｾﾝﾀｰ（電話：093-561-0360） 

久留米ｾﾝﾀｰ（電話：0942-30-0144）、東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、 

第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249） 

の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、 

当金庫営業日に、上記総務部法務課または全国しんきん相談所（9時～17時、 

電話：03-3517-5825）にお申出ください。 

その他 ・お取扱は当金庫本支店の年金受給口座のある店舗とします。 

※ 当金庫および保証会社の審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

※ 返済額試算をご希望の場合、店頭窓口でお問い合わせ下さい。 

※ 金融情勢等に変更があった場合は、適用金利が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承くだ

さい。  




